
東金国際こども園の入園手続きについて 
 

第１保育所・東金幼稚園の在園児について 
① 利用方法に変更がなく、東金国際こども園へ転園希望 

⇒簡易な手続きが必要です。 

申込書は各園から配布し、各園へご提出いただきます。 
※「保育の利用を必要とする証明書（就労証明書等）は、令和５年６月に実

施した保育施設等の利用に係る現況届において提出いただいた証明書の
記載内容に変更がない場合は、原則として提出は不要です。 

 

② 利用方法に変更があり、東金国際こども園へ転園希望 

⇒手続きが必要です。 

 手続き先は東金市役所こども課です。 

 

③ 東金国際こども園以外の市内保育施設へ転園希望 

⇒次の、新入園児についてと同様の手続きが必要です。 

 

新入園児について 

とうがね保育ガイド『すてっぷ』令和６年度版で確認してください。 

★『すてっぷ』は、令和５年１０月２日から配布します。 

  配布場所 ： 東金市役所こども課・市内の各保育施設 

★東金市広報１０月１日号及び１０月１５日号で募集のご案内をします。 

 東金市ホームページには、１０月１日から掲載します。 

★スケジュール等 

受付日程 ： 令和５年１０月２３日（月）～１１月２日（木）※１０月２８日（土）を除く 

受付場所 ： 東金市役所こども課 
※受付時間等の詳細は、『すてっぷ』で確認してください。 

★募集人数 （予定） 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 
３歳児 
【年少】 

４歳児 
【年中】 

５歳児 
【年長】 

幼稚園的利用 

【１号認定の定員】    
２４人 ２４人 ２４人 

移行対象施設の児童を除く （２４人） （１３人） （１２人） 

保育所的利用 

【２・３号認定の定員】 
１２人 １６人 １８人 ３０人 ３０人 ３０人 

移行対象施設の児童を除く （１２人） （１６人） （１０人） （１８人） （１３人） （１０人） 

※受け入れ人数は、東金幼稚園及び第１保育所からの転園児数及び職員配置により 

変わる場合があります。 


